
省エネＥＳＣＯフェア２０１０開催省エネＥＳＣＯフェア２０１０開催省エネＥＳＣＯフェア２０１０開催
開催日時：平成２２年１１月２６日（金）１０：００～１７：００

開催場所：ベルサール新宿（東京都新宿区）

主催：関東経済産業局、一般社団法人ＥＳＣＯ推進協議会
入場無料

　省エネの推進に向けて ESCO 事業の推進と具体的に実施する際に資金の工面や事業内容に
ついて着実に導入実施するために地域事業者、金融機関及び ESCO 事業支援事業者間の相談・
検討場を提供するとともに実施事例の紹介や ESCO 事業におけるセミナー等の省エネ ESCO
フェア 2010 を開催します。
　会場ではブース展示及び関連のセミナーを開催致します。出展ブースでは ESCO 事業者や
省エネ診断事業を実施している企業に多数ご出展いただきます。セミナー会場では出展企業
や地方自治体における ESCO 導入事例の紹介や地銀と ESCO 事業者の連携に関するパネル
ディスカッションを実施致します。
 　地域の事業者等の皆様におかれましては、ESCO 事業者や省エネ診断事業を実施している
事業者に多数出展いただきますので、奮ってご参加いただきますようよろしくお願い申し上
げます。
　詳細が決まり次第、当局 HP 等で随時ご案内申し上げます。　

○地域金融機関
　   ESCO 事業者と連携し、 地域顧客企業への省エネ提案を考えている金融機関 
○ESCO 等導入検討企業、 自治体
　   ESCO 事業者と相談 ・ 商談を考えている企業 ・ 自治体
○省エネ機器メーカー
　　具体的な事業導入するための自社製品の販売先を検討している省エネ機器メーカー

【ブース展示】

【セミナー】

～こんな方におすすめです～

　ESCO 推進協議会会員企業を含む ESCO 事業者等（40 社程度）が出展予定。

　
　出展企業・自治体による導入事例紹介や ESCO 事業者と金融機関の連携の現状等を予定。

＜実施予定のセミナー＞
　１．出展企業（ESCO 等）による中小企業等の ESCO 導入事例紹介
　２．地方自治体による ESCO 導入事例
　３．資源エネルギー庁委託調査「ESCO と金融機関の連携事業」の紹介
　４．パネルディスカッション（モデル事業参加地方銀行＋ESCO 事業者）
　　※　開催内容は都合により変更になる場合がございます。

　当局 HP にて詳細を公開しています。セミナーや出展企業の最新情報は以下をご覧下さい。
　
　http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/4syoene_sien.html#esco



ベルサール新宿
（東京都新宿区西新宿 6-13-1）

ESCO 事業とは

申込方法

セミナーへご参加の場合は、 下記のＵＲＬからお申
し込み下さい。 展示ブースのみへのご来場の場合
は予約不要です。
http://www.recycle1.com/lp/ec/seminar_tokyo.html

・11 月 24 日 ( 水 ) までにお申込下さい。
・参加費用は無料です。業種を問わずお申し込みいた
だけます。
・定員は 150 名です。
・予約なしでの当日参加も可能ですが、お席を確保の
ためにも事前予約にご協力をお願いします。

その他情報

本イベント内 （15:00 ～ 17:00） において、 国内
クレジット制度の利活用に関するセミナーも併催しま
す。 詳細は以下の URL をご覧下さい。
http://www.recycle1.com/lp/ec/seminar_tokyo.html

会場

■交通：

｢都庁前駅｣A5 出口徒歩 4 分 ( 大江戸線 )

｢西新宿五丁目駅｣A1 出口徒歩 5 分 ( 大江戸線 )

｢西新宿駅｣2 番出口徒歩 7 分 ( 丸ノ内線 )

｢新宿駅｣A18 出口徒歩 12 分 ( 丸ノ内線 )

｢新宿駅｣西口徒歩 13 分 (JR 線･小田急線･京王線 )

｢新宿駅｣7 番出口徒歩 15 分 ( 新宿線･大江戸線 ) 

■本セミナー、 イベントに関するお問合せ先■
( 株 ) 三菱総合研究所 （関東経済産業局事業委託先）

　環境 ・ エネルギー研究本部　　長谷川 功

　TEL ： 03-5157-2111 （代表） 

　FAX ： 03-5157-2119 （代表）

【セミナー】
・国内クレジット制度の概要と省エネによる中小企業支 
援策（関東経済産業局）
・東京都内における国内ｸﾚｼﾞｯﾄ制度の活用事例（調整中）
・買い手側から見た国内クレジット制度活用のメリット
と排出権の利活用方法（株式会社リサイクルワン）

ESCO 事業とは、 省エネルギーに関する包括的なサービスの提供により 「省エネ」 と 「CO2 削減」 を
実現する事業であり、 省エネルギー効果の保証等によりお客様の省エネルギー効果 （メリット） の一部
を報酬として受取ります。ＥＳＣＯ事業の概念は以下の通りです。
　※　詳細は ESCO 推進協議会の HP （http://www.jaesco.or.jp/） をご覧下さい。
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